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【1 分解説】個人向け国債プラスとは？ 

 政策調査部 フェロー  谷口 智明 

 

個人向け国債プラスとは、これまで個人に限って販売されていた「個人向け国債」の購入対象

を一部の法人等にも広げることに伴い設けられた新名称です。新たに購入対象となる法人等は、

非営利法人（学校法人、医療法人等）のほか、一定の非上場法人（資本金 5億円未満の非上場株

式会社等）やマンション管理組合などです。財務省は、2026年 12月募集分（2027年 1月発行

分）からの導入を予定しています。背景には、国債の安定保有層を広げたいという狙いがありま

す。 

基本的な商品性は、従来の個人向け国債と変わりません（資料）。政府が発行し、半年ごとに利

子を受け取り、満期時に元本が返ってくる国債です。変動 10年、固定 5年、固定 3年の 3タイプ

が毎月発行され、1万円から 1万円単位で購入できます。金利の下限はいずれも年 0.05％です。

発行から 1年が経過すれば中途換金も可能ですが、その際は直前 2回分の各利子相当額に一定係

数をかけた額が差し引かれます。 

したがって、「プラス」は金利の上乗せを意味するものではありません。従来の個人向け国債の

商品性を維持したまま、購入対象を広げる変更といえます。新たに対象となる法人等にとって

は、預金以外の資金運用手段を検討する際の選択肢が広がることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一ライフ資産運用

経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告

なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限

りません。 
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資料 個人向け国債の商品ラインナップ及び各商品性等 

（出所）財務省HP「個人向け国債の法人等への販売対象拡大について」より抜粋 

（https://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/plus/） 
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